
 

神 戸 市 建 設 局 共 同 研 究 等 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 神 戸 市 建 設 局 が 保 有 す る 技 術 知 識 及 び 道 路 ・ 公 園 等 の

施 設 （ 下 水 道 施 設 を 除 く ） 等 に 関 し 、 公 的 機 関 （ 国 又 は 神 戸 市 等 の 出 資 に

よ り 設 立 さ れ た 機 関 を 含 む ）、 大 学 等 教 育 機 関 及 び 民 間 企 業 等 外 部 機 関 が 保

有 す る 先 端 技 術 や 情 報 等 を 活 用 し 、 神 戸 市 の 行 政 課 題 ・ 目 的 に 合 致 す る 新

規 性 に 富 ん だ 技 術 開 発 等 を 目 的 と し た 研 究 （ 以 下 「 共 同 研 究 等 」 と い う 。）

を 実 施 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 共 同 研 究 等 の 分 類 ）  

第 ２ 条  共 同 研 究 等 の 分 類 は 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。 な お 、 次 に 掲

げ る 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 を 総 称 し て 、「 共 同 研 究 」 と い う 。  

(１ ) 「 公 募 共 同 研 究 」 と は 、 神 戸 市 が 研 究 課 題 を 設 定 し た の ち 、 共 同 研

究 者 を 公 募 し て 行 う 研 究 を い う 。  

(２ ) 「 一 般 共 同 研 究 」 と は 、 神 戸 市 と 共 同 研 究 の 申 請 者 が 研 究 課 題 を 設

定 し て 行 う 研 究 で あ り 、 次 項 に 掲 げ る 簡 易 共 同 研 究 に 該 当 し な い も の を

い う 。  

(３ ) 「 簡 易 共 同 研 究 」 と は 、 神 戸 市 と 共 同 研 究 の 申 請 者 が 研 究 課 題 を 設

定 し て 行 う 研 究 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  神 戸 市 建 設 局 の 所 管 す る 道 路 ・ 公 園 等 の 施 設 の う ち 特 定 の 施 設 に 固

有 の 課 題 を 解 決 す る た め に 行 う 研 究 で あ り 、 実 施 に あ た り 施 設 の 軽 微

な 改 造 や 計 測 器 等 小 規 模 な 設 備 の 設 置 を 伴 う も の  

イ  実 施 に あ た り 設 備 の 改 造 や 計 測 機 器 の 設 置 を 伴 わ ず 、 建 設 局 の 所 管

す る 施 設 の 維 持 管 理 等 に 係 る デ ー タ 等 の 提 供 を 行 う も の  

(４ ) 「 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 」 と は 、 共 同 研 究 の 申 請 者 が 設 定 し た 研 究

課 題 に 対 し て フ ィ ー ル ド 提 供 を 行 う 研 究 を い う 。 た だ し 、 フ ィ ー ル ド 提

供 型 研 究 を 実 施 で き る の は 、 公 的 機 関 、 大 学 等 教 育 機 関 、 地 元 企 業 等

（ 本 支 店 ・ 営 業 所 が 神 戸 市 内 に 所 在 す る 企 業 ） 及 び こ れ ら と 共 同 研 究 体

を 構 成 す る 民 間 企 業 等 外 部 機 関 と す る 。  

(５ ) 「 委 託 研 究 」 と は 、 国 等 が 公 募 す る 委 託 研 究 や 実 証 事 業 等 に 、 神 戸

市 と 共 同 研 究 者 が 協 力 し て 応 募 し 、 行 う 研 究 を い う 。  

（ 共 同 研 究 等 の 実 施 要 件 ）  

第 ３ 条  共 同 研 究 等 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 す べ て を 満 た す も の に 限 り 実 施 す る

こ と が で き る 。  

(１ ) 研 究 課 題 が 神 戸 市 建 設 局 の 行 政 目 的 に 合 致 し た も の で あ る こ と 。  

(２ ) 共 同 研 究 等 と し て 実 施 す る こ と が 合 理 的 か つ 効 果 的 な も の で あ る こ



 

と 。  

(４ ) 共 同 研 究 等 を 実 施 す る こ と に よ り 、 神 戸 市 の 業 務 に 支 障 を 及 ぼ さ な

い よ う に 配 慮 さ れ て い る こ と 。  

（ 共 同 研 究 者 の 要 件 ）  

第 ４ 条  共 同 研 究 者 は 、 共 同 研 究 等 の 実 施 に 十 分 な 技 術 的 能 力 及 び 経 済 的 基

盤 を 有 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

（ 共 同 研 究 等 審 査 会 ）  

第 ５ 条  研 究 課 題 、 内 容 、 実 施 の 可 否 及 び 成 果 等 を 審 査 す る た め に 、 共 同 研

究 等 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。） を 設 置 す る も の と し 、 審 査 会 の 設 置

及 び 運 営 等 に 関 す る 要 領 は 、 別 に 定 め る 。  

２  審 査 会 は 、 原 則 非 公 開 と す る 。  

（ 共 同 研 究 の 申 請 ）  

第 ６ 条  公 募 共 同 研 究 又 は 一 般 共 同 研 究 若 し く は 簡 易 共 同 研 究 の 申 請 者 は 、

共 同 研 究 申 請 書 （ 別 記 様 式 １ － １ ） 及 び 次 に 掲 げ る 内 容 を 記 載 し た 共 同 研

究 提 案 書 （ Ａ ４ 用 紙 ５ 枚 以 内 と す る 。） を 神 戸 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 研 究 の 課 題 名  

(２ ) 研 究 の 目 的  

(３ ) 研 究 の 目 標 （ 可 能 な 限 り 具 体 的 な 数 値 と す る 。）  

(４ ) 研 究 の 実 施 場 所  

(５ ) 研 究 計 画  

(６ ) 研 究 体 制  

(７ ) 研 究 の 費 用 分 担  

(８ ) 使 用 す る 主 な 施 設 並 び に 水 、 電 気 及 び ガ ス 等  

(９ ) 共 同 研 究 に 関 す る 研 究 実 績 及 び 特 許 権 等 の 取 得 状 況  

(10) 会 社 概 要  

（ 共 同 研 究 の 審 査 ）  

第 ７ 条  前 条 に 規 定 す る 共 同 研 究 の 申 請 が あ っ た と き は 、 審 査 会 は 、 当 該 共

同 研 究 に お け る 提 案 内 容 の 審 査 基 準 （ 別 表 ） へ の 適 合 性 に つ い て 審 査 す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 審 査 に お い て 、 審 査 基 準 に 十 分 適 合 し て い る と 判 断 さ れ

た 場 合 、 公 募 研 究 の 共 同 研 究 者 の 選 定 又 は 一 般 共 同 研 究 若 し く は 簡 易 共 同

研 究 の 実 施 を 承 認 す る 。  

３  神 戸 市 は 、 申 請 者 に 対 し 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 審 査 の 結 果 を 審 査 結 果

通 知 書 （ 別 記 様 式 ２ ） に て 通 知 す る 。  

（ 共 同 研 究 の 契 約 ）  

第 ８ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 共 同 研 究 の 実 施 を 認 め ら れ た 共 同 研 究 者

は 、 共 同 研 究 の 内 容 及 び 研 究 成 果 の 取 扱 い 等 に つ い て 、 共 同 研 究 標 準 契 約



 

書 （ 別 記 様 式 ３ ） に よ り 、 神 戸 市 と 協 議 す る 。  

２  前 項 の 協 議 が 成 立 し た と き は 、 共 同 研 究 契 約 を 締 結 す る 。  

（ 共 同 研 究 契 約 の 変 更 ）  

第 ９ 条  共 同 研 究 の 計 画 又 は 内 容 等 を 変 更 す る 場 合 、 神 戸 市 と 共 同 研 究 者 が

協 議 の う え 、 当 該 共 同 研 究 に 関 す る 契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

契 約 書 の 内 容 を 大 幅 に 変 え る 場 合 は 、 審 査 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 申 請 ）  

第 10 条  フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 申 請 者 は 、 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 申 請 書

（ 別 記 様 式 １ － ２ ） 及 び 次 に 掲 げ る 内 容 を 記 載 し た 研 究 実 施 計 画 書 （ Ａ ４

用 紙 ５ 枚 以 内 と す る 。） を 神 戸 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請

者 に 公 平 に 研 究 の 機 会 を 与 え る た め 、 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 を 実 施 し て い

る 民 間 企 業 （ 公 的 機 関 及 び 大 学 等 教 育 機 関 と の 共 同 研 究 体 と し て 参 加 し て

い る と き を 含 む ） は 、 当 該 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 期 間 中 に 新 た な フ ィ ー

ル ド 提 供 型 研 究 を 提 案 す る こ と が で き な い 。  

(１ ) 研 究 の 課 題 名  

(２ ) 研 究 の 目 的  

(３ ) 研 究 の 実 施 場 所  

(４ ) 研 究 計 画  

(５ ) 研 究 体 制  

(６ ) 使 用 す る 主 な 施 設 並 び に 水 、 電 気 及 び ガ ス 等  

(７ ) 会 社 概 要  

（ フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 審 査 ）  

第 11 条  前 条 に 規 定 す る フ ィ ー ル ド 提 供 の 申 請 が あ っ た と き は 、 審 査 会 は 、

研 究 者 か ら 提 出 さ れ た 資 料 を も と に 当 該 研 究 に 対 す る フ ィ ー ル ド 提 供 の 可

否 に つ い て 審 査 す る 。  

２  審 査 会 は 、 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 に お け る 提 案 内 容 の 審 査 基 準 （ 別 表 ）

へ の 適 合 性 を 審 査 し 、 審 査 基 準 に 十 分 適 合 し て い る と 判 断 さ れ た 場 合 、 フ

ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 実 施 を 承 認 す る 。  

３  神 戸 市 は 、 申 請 者 に 対 し 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 審 査 の 結 果 を 審 査 結 果

通 知 書 （ 別 記 様 式 ２ ） に て 通 知 す る 。  

（ フ ィ ー ル ド 提 供 に 関 す る 覚 書 の 締 結 ）  

第 12 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 実 施 を 承 認 さ

れ た 共 同 研 究 者 は 、 フ ィ ー ル ド 提 供 に 関 す る 事 項 等 に つ い て 、 フ ィ ー ル ド

提 供 に 関 す る 覚 書 （ 別 記 様 式 ４ ） に よ り 、 神 戸 市 と 協 議 す る 。  

２  前 項 の 協 議 が 成 立 し た と き は 、 フ ィ ー ル ド 提 供 に 関 す る 覚 書 を 締 結 す る 。  

（ フ ィ ー ル ド 提 供 に 関 す る 覚 書 の 変 更 ）  



 

第 13 条  フ ィ ー ル ド 提 供 に 関 す る 事 項 等 を 変 更 す る 場 合 、 神 戸 市 と 共 同 研 究

者 が 協 議 の う え 、 当 該 フ ィ ー ル ド 提 供 に 関 す る 覚 書 を 変 更 す る こ と が で き

る 。 た だ し 、 覚 書 の 内 容 を 大 幅 に 変 更 す る 場 合 は 、 審 査 会 の 承 認 を 得 な け

れ ば な ら な い 。  

（ 研 究 期 間 の 延 長 ）  

第 14 条  共 同 研 究 等 の 研 究 期 間 の 延 長 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る 場 合 、

行 う こ と が で き る 。  

(１ ) 共 同 研 究 者 （ 共 同 研 究 体 で あ る と き は 、 当 該 共 同 研 究 等 を 代 表 す る

共 同 研 究 者 ） に 変 更 が な い も の  

(２ ) 第 ６ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 各 号 （ た だ し 、 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 を 除 く 。） 又

は 第 10 条 第 １ 項 に 掲 げ る 各 号 （ た だ し 、 第 4 号 及 び 第 5 号 を 除 く 。） に 原

則 変 更 が な い も の  

２  前 項 に 規 定 す る 共 同 研 究 等 の 延 長 を 行 お う と す る 者 は 、 共 同 研 究 等 申 請

書 （ 別 記 様 式 １ － １ （ フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の と き は 別 記 様 式 １ － ２ ）） 及

び 次 に 掲 げ る 内 容 を 記 載 し た 共 同 研 究 提 案 書 （ フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の と

き は 研 究 実 施 計 画 書 ）（ Ａ ４ 用 紙 ３ 枚 以 内 と す る 。） を 神 戸 市 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

(１ ) 共 同 研 究 等 の 延 長 理 由  

(２ ) 研 究 計 画  

(３ ) 研 究 体 制 （ 変 更 が あ っ た と き の み ）  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 共 同 研 究 等 の 延 長 に 係 る 審 査 は 、 当 該 共 同 研 究 等 の 開

始 に 係 る 審 査 と 同 様 に 行 う 。  

（ 共 同 研 究 等 の 中 止 ）  

第 15 条  天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 共 同 研 究 等 を 継 続 す る こ と が

困 難 と な っ た と き は 、 神 戸 市 と 共 同 研 究 者 の 協 議 の う え 、 当 該 共 同 研 究 等

を 中 止 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 共 同 研 究 等 の 中 止 に よ り に 共 同 研 究 者 が 被 っ た 損 害 に つ

い て 、 神 戸 市 は 責 任 を 負 わ な い 。  

（ 共 同 研 究 等 の 成 果 の 報 告 ）  

第 16 条  共 同 研 究 者 は 、 共 同 研 究 等 の 結 果 得 ら れ た 成 果 に つ い て 報 告 書 を 作

成 し 、 神 戸 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 報 告 書 の 内 容 に つ い て 、 共 同 研 究 者 は 、 神 戸 市 が 求 め た

と き は 、 報 告 会 を 開 催 又 は 神 戸 市 が 開 催 す る 報 告 会 に お い て 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  共 同 研 究 を 実 施 し て い る 共 同 研 究 者 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 報 告 書 を 提 出

す る と き （ 中 間 報 告 の 場 合 を 除 く ） は 、 共 同 研 究 自 己 評 価 申 告 書 （ 別 記 様



 

式 ５ ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  研 究 期 間 が １ 年 以 上 の 共 同 研 究 等 に お け る 中 間 報 告 は 、 必 要 に 応 じ て 第

１ 項 及 び 第 ２ 項 と 同 様 に 行 う 。  

（ 共 同 研 究 の 成 果 の 評 価 ）  

第 17 条  審 査 会 は 、 共 同 研 究 の 結 果 得 ら れ た 成 果 が 報 告 さ れ た と き は 、 成 果

に 対 す る 評 価 を 行 う 。  

２  前 項 に 規 定 す る 評 価 は 、 共 同 研 究 の 成 果 及 び 前 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 共 同

研 究 自 己 評 価 申 告 書 の 内 容 を 勘 案 し て 行 い 、 評 価 内 容 は 、 当 該 共 同 研 究 技

術 の 神 戸 市 建 設 局 事 業 に 対 す る 適 用 性 と す る 。  

３  神 戸 市 は 、 共 同 研 究 者 に 対 し 第 １ 項 に 規 定 す る 評 価 結 果 を 評 価 結 果 通 知

書 （ 別 記 様 式 ６ ） に て 通 知 す る 。  

（ 共 同 研 究 等 の 成 果 及 び 評 価 の 公 表 ）  

第 18 条  共 同 研 究 の 結 果 得 ら れ た 成 果 及 び 前 条 に 規 定 す る 共 同 研 究 の 評 価 は 、

神 戸 市 及 び 共 同 研 究 者 が 共 有 す る も の と し 、 神 戸 市 及 び 共 同 研 究 者 以 外 の

者 に 知 ら せ よ う と す る と き 又 は 公 表 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 相 手

方 の 同 意 を 得 る も の と す る 。 た だ し 、 研 究 成 果 及 び 評 価 の 公 表 に 関 し て 別

の 定 め を し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 の 結 果 得 ら れ た 成 果 を 神 戸 市 及 び 共 同 研 究 者 以 外

の 者 に 知 ら せ よ う と す る と き 又 は 公 表 し よ う と す る と き は 、 神 戸 市 と 特 定

で き な い デ ー タ と し て 扱 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 研 究 成 果 の 公 表 に

関 し て 別 の 定 め を し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 共 同 研 究 に よ り 取 得 し た 発 明 及 び 考 案 に 係 る 権 利 の 取 扱 い ）  

第 19 条  神 戸 市 及 び 共 同 研 究 者 は 、 共 同 研 究 の 実 施 に よ り 発 明 等 を 得 た こ と

が 明 ら か に な っ た と き は 、 当 該 発 明 等 に 係 る 知 的 財 産 権 の 持 分 等 に つ い て

協 議 す る も の と す る 。  

（ 委 託 研 究 へ 応 募 す る と き の 手 続 ）  

第 20 条  委 託 研 究 へ の 応 募 を 提 案 す る 申 請 者 （ 申 請 者 が 共 同 研 究 体 で あ る と

き は 、 共 同 研 究 体 の 代 表 者 と す る 。） は 、 委 託 研 究 応 募 提 案 書 （ 別 記 様 式 １

－ ３ ） 及 び 次 の 各 号 に 掲 げ る 内 容 を 記 載 し た 応 募 提 案 書 （ Ａ ４ 用 紙 ５ 枚 以

内 と す る 。） を 神 戸 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 研 究 の 名 称  

(２ ) 研 究 の 目 的  

(３ ) 研 究 の 実 施 場 所  

(４ ) 研 究 計 画  

(５ ) 研 究 体 制  

(６ ) 使 用 す る 主 な 施 設 並 び に 水 、 電 気 及 び ガ ス 等  



 

(７ ) 会 社 概 要  

（ 委 託 研 究 の 審 査 ）  

第 19 条  審 査 会 は 、 申 請 者 か ら 提 出 さ れ た 資 料 を も と に 神 戸 市 の 委 託 研 究 へ

の 応 募 の 可 否 に つ い て 審 査 す る 。  

２  神 戸 市 は 、 申 請 者 に 対 し 前 項 に 規 定 す る 審 査 の 結 果 を 審 査 結 果 通 知 書

（ 別 記 様 式 ２ ） に て 通 知 す る 。  

（ 委 託 研 究 の 契 約 ）  

第 20 条  前 条 に 規 定 す る 審 査 に お い て 委 託 研 究 へ の 応 募 が 可 と さ れ と き は 、

神 戸 市 と 共 同 研 究 者 が 協 力 し て 委 託 研 究 へ 応 募 す る こ と が で き る 。  

２  国 等 の 委 託 研 究 に 採 択 さ れ た と き は 、 国 等 に よ り 定 め ら れ た 手 順 に 従 っ

て 委 託 研 究 契 約 等 の 手 続 を 行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 手 続 き に お い て 、 神 戸 市 が 直 接 当 該 研 究 の 契 約 締 結 者 と な ら な い

場 合 は 、 第 ８ 条 に 準 じ て 共 同 研 究 者 と 神 戸 市 が 当 該 研 究 の 実 施 に 必 要 な 契

約 を 締 結 す る 。  

（ 委 託 研 究 の 成 果 の 報 告 ）  

第 21 条  共 同 研 究 者 は 、 委 託 研 究 の 結 果 得 ら れ た 成 果 に つ い て 報 告 書 を 作 成

し 、 神 戸 市 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 報 告 書 の 内 容 に つ い て 、 共 同 研 究 者 は 、 神 戸 市 が 求 め た

と き は 、 報 告 会 を 開 催 又 は 神 戸 市 が 開 催 す る 報 告 会 に お い て 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  研 究 期 間 が １ 年 以 上 の 委 託 研 究 に お け る 中 間 報 告 に つ い て も 、 前 ２ 項 と

同 様 に 行 う 。  

（ 共 同 研 究 等 実 施 状 況 の 公 表 ）  

第 22 条  神 戸 市 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 を 公 表 す る 。  

(１ ) 共 同 研 究 等 を 開 始 し た 場 合  

 研 究 名 称 、 共 同 研 究 者 名 、 実 施 場 所 、 申 請 日 及 び 開 始 年 月 日  

(２ ) 共 同 研 究 等 が 完 了 し た 場 合  

 前 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 研 究 完 了 年 月 日  

（ 適 用 除 外 ）  

第 23 条  共 同 研 究 者 が 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 公 益 法 人 、 大 学 等 教 育 機 関 で あ

り 、 研 究 実 施 者 に お け る 共 同 研 究 な ど に 関 す る 内 部 規 定 を 定 め て お り 、 そ れ

が 本 要 綱 と 矛 盾 ・ 抵 触 す る 場 合 は 、 本 要 綱 の 規 定 に か か わ ら ず 神 戸 市 と 共 同

研 究 者 で 協 議 の 上 定 め る 。  

（ 雑 則 ）  

第 24 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る こ と が で き

る 。  



 

 

附  則  

こ の 要 綱 は 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  



 

別 表 ： 共 同 研 究 等 の 審 査 基 準 （ 第 ７ 条 、 第 11 条 関 係 ）  
 

実 施 要 件  
審 査 基 準  

共 同 研 究  フ ィ ー ル ド 提 供  
( 1 )  研 究 課 題 が 神 ⼾ 市 建 設

局 の 行 政 目 的 に 合 致 し
た も の で あ る こ と 。  

技 術 の 全 部 又 は 一 部 に 、
市 へ の 適 用 性 に つ い て 評
価 す る 必 要 が あ る 技 術 を
含 む 研 究 で あ る 。  

神 ⼾ 市 の 道 路 ・ 公 園 の 適
正 な 管 理 技 術 の 開 発 に 寄
与 す る 研 究 で あ る 。  

( 2 )  共 同 研 究 等 と し て 実 施
す る こ と が 合 理 的 か つ
効 果 的 な も の で あ る こ
と 。  

適 切 な 費 用 及 び 役 割 分 担
が さ れ た 研 究 で あ る 。  

共 同 研 究 者 の 利 益 と な
り 、 原 則 と し て 市 の 費 用
負 担 が な い 研 究 で あ る 。  

( 3 )  共 同 研 究 等 を 実 施 す る
こ と に よ り 、 神 ⼾ 市 の
業 務 に 支 障 を 及 ぼ さ な
い よ う 配 慮 さ れ て い る
こ と 。  

関 係 法 令 を 遵 守 し 、 市 の 道 路 ・ 公 園 等 の 管 理 業 務 へ
の 影 響 等 に 配 慮 し た 研 究 で あ る 。  

 

 



 

別 記 様 式 １ － １  

 

 年  月  日  

 

神 戸 市 建 設 局 長  宛  

 

申 請 者 名  

代 表 者 名   

住   所  

 

 

共 同 研 究 申 請 書  

 

 

神 戸 市 建 設 局 共 同 研 究 等 実 施 要 綱 に 基 づ き 、〔 一 般 ・ 公 募 ・ 簡 易 〕 共 同 研 究

に 応 募 し た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

 

 

１ ． 共 同 研 究 の 課 題 名 （ □ 研 究 期 間 の 延 長 ）  

 

 

２ ． 共 同 研 究 提 案 書 （ 別 添 ）  

 

 

３ ． 担 当 者 及 び 連 絡 先  

 

 



 

別 記 様 式 １ － ２  

 

 年  月  日  

 

神 戸 市 建 設 局 長  宛  

 

申 請 者 名  

代 表 者 名   

住   所  

 

 

フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 申 請 書  

 

 

神 戸 市 建 設 局 共 同 研 究 等 実 施 要 綱 に 基 づ き 、 フ ィ ー ル ド 提 供 型 研 究 に 応 募

し た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

 

 

１ ． 研 究 の 課 題 名 （ □ 研 究 期 間 の 延 長 ）  

 

 

２ ． 研 究 実 施 計 画 書 （ 別 添 ）  

 

 

３ ． 担 当 者 及 び 連 絡 先  

 



 

別 記 様 式 １ － ３  

 

 年  月  日  

 

神 戸 市 建 設 局 長  宛  

 

申 請 者 名  

代 表 者 名   

住   所  

 

 

委 託 研 究 応 募 提 案 書  

 

 

神 戸 市 建 設 局 共 同 研 究 等 実 施 要 綱 に 基 づ き 、 国 等 が 公 募 す る 委 託 研 究 へ の

応 募 を 提 案 し た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

 

 

１ ． 研 究 の 課 題 名  

 

 

２ ． 研 究 実 施 計 画 書 （ 別 添 ）  

 

 

３ ． 担 当 者 及 び 連 絡 先  

 

 



別記様式２ 

第  号 

 年 月 日 

 

         様 

 

神戸市建設局長 

 

 

共同研究等の申請に対する審査結果について（通知） 

 

 

 申請された共同研究提案書等を神戸市建設局共同研究等実施要綱に基づき審査した結果

を下記のとおり通知します。 

 

記 

１．研究分類 

〔□一般 □公募 □簡易〕共同研究 □フィールド提供型研究 □委託研究への応募 

 

２．研究課題名 

 

 

３．審査日 

 

 

４．審査結果 

□承認します 

□一部修正の上承認します （修正内容：                ） 

□承認しません （理 由：                ） 

□共同研究者等として選定されました 

□共同研究者等として選定されませんでした 

以上 

 

神戸市建設局     課 

担 当： 

T E L： 0 7 8 -   -  

F A X： 0 7 8 -   -  



別記様式３ 

        に 関 す る 共 同 研 究 契 約 書  

 

神 戸 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と      （ 以 下「 乙 」と い う 。）と は 、「   に

関 す る   共 同 研 究（ 以 下「 本 研 究 」と い う 。）」を 実 施 す る に 当 た り 、次 の と

お り 契 約 （ 以 下 「 本 契 約 」 と い う 。） を 締 結 す る 。  

 

（ 共 同 研 究 の 実 施 ）  

第 １ 条  甲 及 び 乙 は 、本 契 約 の 巻 末 に 添 付 す る 実 施 計 画 書 に 基 づ き 、研 究 を 実

施 す る 。  

（ 共 同 研 究 の 実 施 期 間 ）  

第 ２ 条  本 研 究 の 実 施 期 間 は 、 本 契 約 締 結 の 日 か ら 令 和   年   月   日 ま で

と す る 。本 契 約 の 有 効 期 間 も こ れ に 準 ず る 。た だ し 、第 15 条 の 規 定 は 契 約 の 終

了 又 は 解 約 後 ３ 年 間 効 力 を 有 す る も の と す る 。  

（ 共 同 研 究 の 実 施 場 所 ）  

第 ３ 条  研 究 の 主 な 実 施 場 所 は 、         と す る 。  

（ 研 究 費 用 の 分 担 ）  

第 ４ 条  甲 及 び 乙 は 、 実 施 計 画 書 に 基 づ き 、 研 究 費 用 を 分 担 す る 。 た だ し 、 研 究

を 遂 行 す る に 当 た り 甲 又 は 乙 に と っ て 著 し く 負 担 と な る 費 用 又 は 分 担 の 明 ら

か で な い 費 用 に つ い て は 、 甲 及 び 乙 で 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

（ 行 政 財 産 の 使 用 ）  

第 ５ 条  本 研 究 の 実 施 に 際 し て 必 要 と な る 甲 の 土 地 そ の 他 の 行 政 財 産 に つ い て 、

甲 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 使 用 を 承 諾 す る 。  

２  前 項 の 使 用 料 に つ い て は 、 無 償 と す る 。  

３  第 １ 項 の 承 諾 は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 使 用 条 件 及 び 復 旧 方 法 等 を 定 め た 内 容 を 明

記 し た 研 究 計 画 を 乙 が 作 成 し 、 甲 が 受 領 確 認 す る こ と に よ り 成 立 す る も の と す

る 。 な お 、 甲 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 乙 に 対 し 事 前 に 甲 が 定 め る       

申 請 書 及 び 減 免 申 請 書 に よ り 申 請 を 行 わ せ 、 甲 は     許 可 書 を 交 付 す る こ

と が で き る 。  

（ 維 持 管 理 情 報 等 の 譲 与 ）  

第 ６ 条  本 研 究 の 実 施 に 際 し て 必 要 と な る 維 持 管 理 情 報 等 に つ い て 、 甲 は 、 乙 の

申 し 出 に も と づ き 当 該 情 報 等 を 譲 与 す る 。  

２  前 項 の 譲 与 に 際 し 、 乙 は 、 甲 の 情 報 資 産 等 を 情 報 シ ス テ ム 上 で 取 り 扱 う 場

合 は 、事 前 に 甲 と 協 議 の 上 、「 神 戸 市 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー 」及 び「 情 報

セ キ ュ リ テ ィ 遵 守 特 記 事 項 」 を 遵 守 す る こ と 。  

な お 、「 神 戸 市 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー 」 及 び 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 遵 守

特 記 事 項 」 に つ い て は 、 以 下 の ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 す る こ と 。  



https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.ht

ml 

（ 研 究 施 設 の 設 置 又 は 改 造 等 ）  

第 ７ 条  乙 は 、 研 究 施 設 の 設 置 又 は 改 造 等 を す る 場 合 、 事 前 に 安 全 対 策 、 工 事 体

制 、 作 業 日 程 及 び 作 業 内 容 等 を 記 し た 施 工 計 画 書 を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 維 持 管 理 ）  

第 ８ 条  乙 は 、 研 究 施 設 を 適 切 に 維 持 管 理 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 維 持 管 理 の 状 況 を 甲 に 適 宜 報 告 す る も の と し 、 甲 が 研 究 施 設 の 状 況 を

把 握 で き る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

（ 安 全 衛 生 管 理 ）  

第 ９ 条  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 乙 の 責 任 に お い て 安 全 管 理 に 必 要 な 措 置 を

講 じ 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め る 。  

２  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 に 当 た っ て は 、 労 働 安 全 衛 生 法 等 災 害 防 止 関 連 法 規 の 定

め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 措 置 を 講 じ 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め る 。  

３  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 安 全 衛 生 上 に 問 題 が 生 じ た と き に は 、 遅 滞 な く

必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 甲 に 届 け 出 る 。  

４  乙 は 、 作 業 員 に 対 し 適 正 な 安 全 衛 生 教 育 を 行 う と と も に 、 危 険 な 作 業 箇 所 に

つ い て は 適 切 な 安 全 対 策 を 講 じ る 。  

（ 契 約 の 変 更 ）  

第 10 条  甲 及 び 乙 は 本 契 約 の 内 容 に つ い て 変 更 す る 必 要 が 生 じ た と き は 、 相

手 方 と 協 議 の う え 、 書 面 に よ り 変 更 す る こ と が で き る 。  

（ 共 同 研 究 の 中 断 ）  

第 11 条  乙 は 、本 研 究 に よ り 神 戸 市 の 施 設 に 不 具 合 が 生 じ た と き は 、速 や か に 研

究 を 中 断 す る 等 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 必 要 な 措 置 を 講 じ る 。  

（ 事 故 の 責 任 ）  

第 12 条  甲 及 び 乙 は 、本 研 究 の 実 施 に 当 た り 事 故 を 発 生 さ せ た と き は 、自 ら の 責

任 に お い て こ れ を 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

２   前 項 の 場 合 に お い て 、 相 手 方 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 当 該 損 害

を 与 え た 者 が そ の 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 13 条  甲 及 び 乙 は 、 本 研 究 に 関 連 し て 相 手 方 か ら 提 供 又 は 開 示 を 受 け た 情 報

及 び 本 研 究 を 通 じ て 知 り 得 た 情 報 に つ い て 、 本 研 究 の 目 的 以 外 に 使 用 し 又 は 第

三 者 に 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 証

明 で き る 情 報 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

(１ ) 本 研 究 に よ り 知 得 す る 以 前 か ら 既 に 公 知 で あ る と き  

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.ht


(２ )  本 研 究 に よ り 知 得 し た 後 に 自 己 の 責 め に 帰 し 得 な い 事 情 に よ り 公 知 と

な っ た と き  

(３ ) 本 研 究 の 開 始 以 前 か ら 既 に 知 り 得 て い た 情 報 で あ る と き  

(４ ) 第 三 者 か ら 秘 密 保 持 義 務 を 負 う こ と な く 正 当 に 入 手 し て い る と き  

(５ ) 本 研 究 の 目 的 以 外 に 使 用 し 又 は 第 三 者 に 提 供 す る こ と に つ い て 、 書 面 に

よ り 事 前 に 相 手 方 の 同 意 を 得 た 情 報 で あ る と き  

（ 研 究 報 告 書 の 作 成 ）  

第 14 条  甲 及 び 乙 は 、 本 研 究 に よ っ て 得 た 結 果 及 び 本 研 究 を 通 じ て 知 り 得 た 事

項 に 基 づ き 研 究 報 告 書 を 共 同 で 作 成 し 、 甲 が 求 め た 場 合 は 、 甲 の 指 定 す る 場 所

に お い て 、 報 告 会 を 開 催 ま た は 又 は 甲 が 開 催 す る 報 告 会 に お い て 報 告 す る 。  

（ 研 究 成 果 及 び 評 価 の 公 表 ）  

第 15 条  甲 及 び 乙 は 、本 研 究 の 結 果 及 び 評 価 を 公 表 す る と き は 、あ ら か じ め 書 面

に よ り 相 手 方 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 共 同 研 究 に よ り 取 得 し た 発 明 及 び 考 案 に 係 る 権 利 の 取 扱 い ）  

第 16 条  共 同 研 究 の 実 施 に よ り 発 明 等 を 得 た こ と が 明 ら か に な っ た 場 合 、 当 該

発 明 等 に 係 る 知 的 財 産 権 の 持 分 等 に つ い て 協 議 す る 。  

（ 契 約 の 解 除 ）  

第 17 条  天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 本 研 究 を 継 続 す る こ と が 困 難 と

な っ た と き は 、 甲 及 び 乙 の 協 議 の 上 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

２  甲 は 、 本 契 約 期 間 中 に 、 甲 の 都 合 に よ り 研 究 施 設 を 撤 去 す る 必 要 が 生 じ た と

き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 理 由 を 付 し た 書 面 を 乙 に 通 知 す る こ と に よ り 本 契 約 を

解 除 す る こ と が で き る 。  

３  甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 期 間 中 に 相 手 方 が こ の 契 約 に 違 反 し た と き は 、 当 該 違 反

者 に 対 し て １ 月 以 上 の 期 間 を 定 め て そ の 是 正 を 求 め 、 当 該 期 間 内 に 是 正 が な さ

れ な い と き は 、 当 該 違 反 者 に 対 し 書 面 に よ る 通 知 を も っ て 本 契 を 解 除 す る こ と

が で き る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 違 反 し た 者 に 故 意 又 は 過 失 が あ る と 認 め る と き は 、

損 害 賠 償 の 請 求 を 妨 げ な い 。  

（ 暴 力 団 員 等 の 排 除 に 関 す る 措 置 ）  

第 18 条  甲 は 、乙 又 は 乙 の 役 員 が 暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 関 係 者 そ の 他 の 反 社

会 勢 力 に 係 る 者（ 以 下「 暴 力 団 員 等 」と い う 。）で あ る こ と 又 は 本 契 約 が 暴 力 団

員 等 の 利 益 に な る こ と が 判 明 し た と き は 、 何 ら 催 告 を 要 せ ず に 本 契 約 を 解 除 す

る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 を 妨 げ る も の で は な い 。  

（ 原 状 回 復 義 務 等 ）  

第 19 条  甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 期 間 が 満 了 し た と き 及 び 第 17 条 第 １ 項 の 規 定 に よ



り 本 契 約 を 解 除 し た と き は 、 そ れ ぞ れ 費 用 を も っ て 使 用 財 産 の 原 状 回 復 を 行 う

も の と す る 。  

２  第 17 条 第 ２ 項 、 第 ３ 項 及 び 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本 契 約 が 解 除 さ れ た と

き は 、 乙 は 、 甲 の 指 定 す る 期 限 ま で に そ の 費 用 を も っ て 使 用 財 産 の 原 状 回 復 を

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 使 用 財 産 の 原 状 回 復 の 義 務 を 負 っ た 者 が 、 当 該 義 務

を 履 行 し な か っ た た め に 他 人 に 損 害 を 与 え た と き は 、 当 該 の 使 用 財 産 の 原 状 回

復 の 義 務 を 負 っ た 者 が そ の 損 害 の 責 任 を 負 う も の と す る 。  

（ 疑 義 の 解 釈 ）  

第 20 条  本 契 約 に 関 し 疑 義 を 生 じ た 事 項 、 及 び 本 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い

て は 、 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。   



〔 紙 契 約 の 場 合 〕  

こ の 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 ２ 通 を 作 成 し 、 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の う

え 各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

〔 電 子 契 約 の 場 合 〕  

 こ の 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 甲 と 乙 は 、 本 電 子 契 約 書 フ ァ イ ル を 作 成 し 、 そ

れ ぞ れ で 電 子 署 名 を 行 う 。 な お 、 本 契 約 に お い て は 電 子 デ ー タ で あ る 本 電 子 契 約

書 フ ァ イ ル を 原 本 と し て 扱 う も の と し 、 同 フ ァ イ ル を 印 刷 し た 文 書 は そ の 控 え と

す る 。  

 

  年   月   日  

 

                甲  神 戸 市 中 央 区 加 納 町 ６ 丁 目 ５ 番 １ 号  

                  神 戸 市  

                  代 表 者  神 戸 市 長   久 元  喜 造  

 

 

                乙   

                    

                    



実 施 計 画 書 

 

１．研究目的 
 

２．実施場所 
 

３．研究計画 契約締結後、提出 

４．研究項目及

び研究費分担額 

研究項目 甲 乙 

   

合計   

５．研究体制 契約締結後、提出 

６．使用する主

な施設及び機械

器具 

甲 

 

乙 

 

７．使用する水、

電気、ガス等及

び費用負担 

 

８．維持管理 契約締結後、提出 

９．安全対策 契約締結後、提出 

10．その他 
 

 



別記様式４ 

     の 研 究 に 関 す る 覚 書  

 

神 戸 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と      （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と は 、

「      の 研 究（ 以 下「 本 研 究 」と い う 。）」を 実 施 す る に 当 た り 、次 の と

お り 覚 書 （ 以 下 「 本 覚 書 」 と い う 。） を 締 結 す る 。  

 

（ 研 究 の 実 施 ）  

第 １ 条  乙 は 、本 研 究 を 行 う た め 、研 究 施 設 を       に 設 置 し 、本 覚 書

の 巻 末 に 添 付 す る 実 施 計 画 書 に 基 づ き 研 究 を 実 施 す る 。  

（ 研 究 の 実 施 期 間 ）  

第 ２ 条  本 研 究 の 実 施 期 間 は 、本 覚 書 締 結 の 日 か ら    年   月   日 ま で

と す る 。 本 覚 書 の 有 効 期 間 も こ れ に 準 ず る 。  

（ 土 地 等 の 使 用 ）  

第 ３ 条  本 研 究 の 実 施 に 際 し て 必 要 と な る 甲 の 行 政 財 産 に つ い て 、甲 は 、本 研

究 の 実 施 期 間 中 、 使 用 を 承 諾 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 承 諾 に 際 し 、甲 乙 協 議 の 上 、使 用 条 件 及 び 復 旧 方 法 等 を 定 め た 内 容 を

明 記 し た 研 究 計 画 を 乙 が 作 成 し 、 甲 が 受 領 確 認 す る こ と に よ り 成 立 す る も の と

す る 。な お 、甲 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、乙 に 対 し 事 前 に 甲 が 定 め る    申

請 書 に よ り 申 請 を 行 わ せ 、 甲 は     許 可 書 を 交 付 す る こ と が で き る 。  

（ 水 、 電 気 及 び ガ ス 等 の 使 用 ）  

第 ４ 条  甲 は 、本 研 究 の 実 施 に 必 要 と な る 水 、電 気 及 び ガ ス 等 の 使 用 を 許 可 す

る も の と す る 。  

２  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 に お け る 水 、 電 気 及 び ガ ス 等 の 使 用 料 に つ い て 、 甲

か ら 請 求 が あ っ た 場 合 、 甲 が 指 定 す る 期 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。  

（ 研 究 施 設 の 設 置 又 は 改 造 等 ）  

第 ５ 条  乙 は 、研 究 施 設 の 設 置 又 は 改 造 等 に お い て 、事 前 に 安 全 対 策 、工 事 体 制 、

作 業 日 程 及 び 作 業 内 容 等 を 記 し た 施 工 計 画 書 を 提 出 し 、 甲 の 承 諾 を 得 る も の と

す る 。  

（ 研 究 施 設 の 維 持 管 理 ）  

第 ６ 条  乙 は 、 研 究 施 設 を 適 切 に 維 持 管 理 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 維 持 管 理 の 状 況 を 甲 に 適 宜 報 告 す る も の と し 、 甲 が 研 究 施 設 の 状 況 を

把 握 で き る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

（ 安 全 衛 生 管 理 ）  

第 ７ 条  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 乙 の 責 任 に お い て 安 全 管 理 に 必 要 な 措 置 を

講 じ 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 に 当 た っ て は 、 労 働 安 全 衛 生 法 等 災 害 防 止 関 連 法 規 の 定



め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 措 置 を 講 じ 、 労 働 災 害 の 防 止 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

３  乙 は 、 本 研 究 の 実 施 期 間 中 、 安 全 衛 生 上 に 問 題 が 生 じ た と き は 、 遅 滞 な く 必

要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 甲 に 届 け な け れ ば な ら な い 。  

４  乙 は 、 作 業 員 に 対 し 適 正 な 安 全 衛 生 教 育 を 行 う と 共 に 、 危 険 な 作 業 箇 所 に つ

い て は 適 切 な 安 全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

（ 契 約 の 変 更 ）  

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は 、 本 覚 書 の 内 容 に つ い て 変 更 す る 必 要 が 生 じ た と き は 、 相 手

方 と 協 議 の う え 、 書 面 に よ り 変 更 す る こ と が で き る 。  

（ 研 究 の 中 断 ）  

第 ９ 条  乙 は 、 本 研 究 に よ り 処 理 場 の 運 転 管 理 等 に 不 具 合 が 生 じ た と き は 、 速 や

か に 研 究 を 中 断 す る 等 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 必 要 な 措 置 を 講 じ る 。  

（ 事 故 の 処 理 等 ）  

第 10 条  乙 は 、本 研 究 の 実 施 に 当 た り 事 故 を 発 生 さ せ た と き は 、自 ら の 責 任 に お

い て こ れ を 処 理 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 甲 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 責 任 を

負 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 11 条  甲 及 び 乙 は 、事 前 に 相 手 方 の 承 諾 を 得 た 場 合 を 除 き 、本 研 究 の 実 施 に よ

り 知 り 得 た 相 手 方 の 業 務 上 の 秘 密 、 そ の 他 の 情 報 を 目 的 外 に 使 用 し 、 又 は 第 三

者 に 開 示 し 、 若 し く は 利 用 さ せ て は な ら な い 。  

（ 研 究 成 果 の 報 告 等 ）  

第 12 条  乙 は 、 本 研 究 に よ っ て 得 た 結 果 に 基 づ き 研 究 報 告 書 を 作 成 し 甲 へ 提 出

す る と と も に 、 甲 が 求 め た 場 合 は 、 甲 の 指 定 す る 場 所 に お い て 、 本 研 究 の 報 告

会 を 開 催 す る 。  

２  甲 及 び 乙 は 、 本 研 究 成 果 を 第 三 者 に 発 表 す る 場 合 に お い て 、 研 究 の 実 施 場 所

を 特 定 で き な い デ ー タ と し て 扱 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 覚 書 の 解 除 ）  

第 13 条  天 災 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 本 研 究 を 継 続 す る こ と が 困 難 と

な っ た と き は 、 甲 乙 協 議 の う え 、 本 覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

２  甲 は 、 本 覚 書 期 間 中 に 、 甲 の 都 合 に よ り 本 研 究 施 設 を 撤 去 す る 必 要 が 生 じ た

と き は 、 あ ら か じ め 、 そ の 理 由 を 付 し た 書 面 を 乙 に 通 知 す る こ と に よ り 本 覚 書

を 解 除 す る こ と が で き る 。  

３  甲 は 、 本 覚 書 期 間 中 に 乙 が 本 覚 書 に 違 反 し た と き は 、 １ 月 以 上 の 期 間 を 定 め

て そ の 是 正 を 求 め 、 当 該 期 間 内 に 是 正 が な さ れ な い と き は 、 甲 は 乙 に 対 し 書 面

に よ る 通 知 を も っ て 本 覚 書 を 解 除 す る こ と が で き る 。  



４  前 項 の 場 合 に お い て 、 乙 の 故 意 又 は 過 失 が あ る と 認 め る と き は 、 損 害 賠 償 の

請 求 を 妨 げ な い 。  

（ 暴 力 団 員 等 の 排 除 に 関 す る 措 置 ）  

第 14 条  甲 は 、乙 又 は 乙 の 役 員 が 暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 関 係 者 そ の 他 の 反 社

会 勢 力 に 係 る 者（ 以 下「 暴 力 団 員 等 」と い う 。）で あ る こ と 又 は 本 覚 書 が 暴 力 団

員 等 の 利 益 に な る こ と が 判 明 し た と き は 、 何 ら 催 告 を 要 せ ず 本 覚 書 を 解 約 す る

こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 を 妨 げ る も の で は な い 。  

（ 原 状 回 復 義 務 等 ）  

第 15 条  乙 は 、 本 覚 書 期 間 が 満 了 し た と き 及 び 第 13 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本 覚

書 を 解 除 し た と き は 、 原 則 と し て 、 乙 の 費 用 を も っ て 使 用 財 産 の 原 状 回 復 を 行

う も の と す る 。  

２  第 13 条 第 ２ 項 、第 ３ 項 及 び 第 14 条 の 規 定 に よ り 本 覚 書 が 解 約 さ れ た と き は 、

乙 は 、 甲 の 指 定 す る 期 限 ま で に 乙 の 費 用 を も っ て 原 状 回 復 を 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

３  前 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 乙 が 当 該 義 務 を 履 行 し な か っ た た め に 甲 又 は 第 三 者

に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 損 害 の 責 を 負 う も の と す る 。  

（ 疑 義 の 解 釈 ）  

第 16 条  本 覚 書 に 関 し 疑 義 を 生 じ た 事 項 、 及 び 本 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い

て は 、 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

  



〔 紙 契 約 の 場 合 〕  

こ の 覚 書 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の う え 、

各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

〔 電 子 契 約 の 場 合 〕  

こ の 覚 書 の 締 結 を 証 す る た め 、 甲 と 乙 は 、 本 電 子 覚 書 フ ァ イ ル を 作 成 し 、 そ れ

ぞ れ で 電 子 署 名 を 行 う 。 な お 、 本 覚 書 に お い て は 電 子 デ ー タ で あ る 本 電 子 覚 書 フ

ァ イ ル を 原 本 と し て 扱 う も の と し 、同 フ ァ イ ル を 印 刷 し た 文 書 は そ の 控 え と す る 。 

 

  年   月   日  

 

 

甲  神 戸 市 中 央 区 加 納 町 ６ 丁 目 ５ 番 １ 号  

       神 戸 市  

代 表 者  神 戸 市 長   久 元  喜 造  

 

 

 

乙   

 

 

 

 



別記様式４ 

実 施 計 画 書 

 

１．研究目的 
 

２．実施場所 
 

３．研究計画 覚書締結後、提出 

４．研究項目 

 

５．研究体制 覚書締結後、提出 

６．使用する主

な施設及び機械

器具 

甲 

 

乙 

 

７．使用する水、

電気、ガス等及

び費用負担 

 

８．維持管理 覚書締結後、提出 

９．安全対策 覚書締結後、提出 

10．その他 
 

 



別記様式５ 

年  月  日 
 
神戸市建設局長 宛 

共同研究者名 
代 表 者 名  
住 所 

 
 

共同研究自己評価申告書 
 

応募時の申請内容に基づき、報告書とともに以下の通り自己評価を申告します。 
但し、協議により変更契約を締結したものについては、契約変更後の内容に基づきます。 

 
１．研究分類   ２．研究期間   

３．研究課題   

４．共同研究者  

５．評価欄   研究目標 研究成果 自己評価 

(1)     

□達成 
□一部未達成 
□未達成 
（事由：  ） 

(2)     

□達成 
□一部未達成 
□未達成 
（事由：  ） 

(3)     

□達成 
□一部未達成 
□未達成 
（事由：  ） 

６．その他 

□申請内容と相違なし  □申請内容と相違あり（共同研究契約変更日：  ） 
変更内容： 
事 由： 

 



別記様式６ 

第  号 

 年 月 日 

 

         様 

 

神戸市建設局長 

 

 

共同研究の成果に対する評価について（通知） 

 

 

 報告された共同研究の結果得られた成果を神戸市建設局共同研究等実施要綱に基づき評

価した結果を下記のとおり通知します。 

 なお、本評価はあくまで「神戸市建設局事業に対する適用性」に対する評価であるため、

技術そのものに対する有用性や技術の導入を保証するものではありません。 

 

記 

１．研究分類 

〔□一般 □公募 □簡易〕共同研究 

 

２．研究課題名 

 

 

３．評価日 

 

 

４．評価結果 

本研究は、神戸市への適用性が〔□ある □一部にある □ない〕技術である。 

（事由等：   ） 

以上 

 

神戸市建設局    課 

担 当： 

T E L： 0 7 8 -    -  

F A X： 0 7 8 -    -  


